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前書き 

我が国の重要政策の一つとして位置付けられている科学技術イノベーションを推進

する上で、大学等研究機関における独創的で多様な世界トップレベルの基礎研究や国家

安全保障・基幹技術等の研究開発の推進は、重要なものとなっている。 

これら研究を推進する上で重要な競争的資金制度は、競争的な研究環境を形成し、研

究者が多様で独創的な研究開発に継続的、発展的に取り組む際の基幹的な研究資金制度

として、目的や特性に応じて多様な種類が設けられている。 

競争的資金の中核を成す科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金（以下「科研

費」という。）は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から

応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を対象とする唯

一のものである。その予算額は、平成 15 年度の約 1,765 億円から 24 年度には約 2,566

億円（対 15 年度比 145.4％）と、ここ 10 年で約 1.5 倍に、また、採択件数（新規及び

継続）も 15 年度の約４万件から 24 年度には６万 9,000 件に増加しており、科研費の平

成 24 年度の予算規模は、各府省に係る競争的資金全体の約６割を占めている。 

科研費を含む公的研究費（以下「科研費等」という。）は、適正に使用することが強

く要請されている中で、文部科学省は、平成 19 年に、大学等の研究機関に対し、「研究

機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年２月 15

日文部科学大臣決定）を通知するなど、不正使用防止に関する取組を行ってきている。 

しかし、その後も業者への預け金の発生等研究費の不正使用の事案が発覚したことを

受け、文部科学省が公的研究費の経理に関し調査を実施した結果、少なくとも 19 機関

において、上記ガイドライン施行後の平成 20 年度以降に不適切な経理（計約１億 7,200

万円分）があったことが判明している。また、最近では、平成 25 年８月に東京大学教

授が詐欺（委託業務に関する架空発注）の容疑により東京地方検察庁から起訴されるな

どしており、上記の取組の実効性の確保が課題となっている。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、科研費等の適正な使用を確保す

る観点から、研究費の不正使用防止に向けた体制の構築状況、研究費使用ルールの運用

状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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